
１．件名：「玄海原子力発電所及び川内原子力発電所に係る申請の現状に関する面談」 

２．日時：令和２年１１月２４日（火） １７時１０分～１７時３０分 

３．場所：原子力規制庁 ９階Ａ会議室（※一部Web会議システムを利用） 

４．出席者（※一部ＴＶ会議システムによる出席） 

原子力規制庁： 

（新基準適合性審査チーム） 

藤森安全管理調査官、関企画調査官、仲管理官補佐、御器谷管理官補佐 

 

九州電力株式会社：原子力発電本部 原子力建設部長※ 他７名※ 

 

５．自動文字起こし結果 

  別紙のとおり 

  ※音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

   発言者による確認はしていません。 

 

６．その他 

提出資料： 

・玄海原子力発電所及び川内原子力発電所に係る申請状況について 

 

 

以上 

 



※１ 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。 

発言者による確認はしていません。 

※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

別紙 

時間 自動文字起こし結果 

0:00:00 はい。 

0:00:00 これらを説明させていただいてよろしいでしょうか。お願いします。 

0:00:04 そう。 

0:00:05 1 点です。 

0:00:07 それから九州電力原子力発電本部のカネコですけど、本日は弊社の玄海川

内に係る申請状況について説明機会を設けていただきまして誠にありがとうご

ざいます。 

0:00:20 前回ですね、8 月 20 日に申請状況について説明しておりますので、本日は前

回からの変更点を中心に説明資料、玄海原子力発電所及び川内原子力発電

所に係る申請状況について、右上に、 

0:00:35 2020 年 11 月 24 日と書かれております資料について説明したいと考えており

ます。よろしくお願いします。 

0:00:44 じゃあ早速ではございますが、説明に移らさせていただきます。 

0:00:48 はい、九州電力の平野と申します。鎮静状況について説明させていただきま

す。 

0:00:56 まず今回ですけれども、工程表の形でですね、申請状況のほう資料 

0:01:03 続いております。 

0:01:04 それではまず 1 番目からです。設置許可の 1 番目でございます。限界で 34

号使用済み燃料乾式貯蔵施設の方、設置工事についてでございます。こちら

につきましてはですね、前回から変更ございません。 

0:01:21 伊方 3 のですね設置許可を得まして、補正をし、審査を公募していいただいて

るところでございます。 

0:01:32 続きまして、あと設置許可については 1 件のみでございます。 

0:01:37 続きまして、設工認ね移ります。 

0:01:41 設工認の 1 番目、蒸気発生器玄海 3 号蒸気発生器保管庫共用化及び保管

物変更工事、それからその下 2 番目のですね玄海 3 号を原子炉秒聞いて上

部ふた取替高知 

0:01:57 こちらの二つにつきましてはですねセットで審査の方進めていただいておりま

す。こちらにつきましてもですね前回の説明内容からですね、こう上がってござ

いません。 

0:02:11 続きまして、設工認の三番目でございます。玄海で 4 号を使用済み燃料運搬

用容器へ設置校地についてでございます。こちらにつきましてはですね、前回

1 月下旬に申請としておりましたが、 
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※２ 時間は会議開始からの経過時間を示します。 

0:02:29 8 月 28 日ですね、申請させていただきましたので、実績反映をしておるところ

でございます。人間の規模につきましてはですね、12 月末ということで前回か

ら変更してございません。 

0:02:43 続きまして、4 番目になります。限界へ 34 号もですね、日緊急時対策等の設

置工事程度ございます。こちらにつきましてはですね前回 9 月上旬申請予定

としておりましたが、 

0:03:01 実績を踏まえて実績を反映して 9 月 10 日申請ということで記載を変更させて

いただいております。人規模につきましてはですね、4 月から控除希望してお

りますので、3 月下旬ということで全体の記載からですね認可基本自体変更ご

ざいません。 

0:03:22 続きまして設工認の 5 番目でございます。0 玄海 34 号機海水ポンプ取替工

事、認定でございます。こちらについてはですね、前回と資料だっ準備中へ申

請は準備中ということで記載しておりましたが、 

0:03:41 今回ですね、具体的な審査、両方を入れております。1 月のですね中旬トン申

請にかけ規模がですね、ナカⅡですね中旬という形で今回記載させていただ

いておるところでございます。 

0:03:59 こちらですね玄海 3 号機、16 回定検へがん 2022 年の検知が少ないから脚そ

れぞれますけれども、こちらのタイミングでですね取替の工事を実施したいと

思っておりますので、7 月中旬の 2－5 図として、例えばございます。 

0:04:19 続きまして、 

0:04:22 6 番目ですね、玄海 34 号機で特定重大事故法対象施設の設置工事、こちら

エンジンの有毒ガスの午後のバックフィット対応でございますが、こちらにつき

ましては、今回初めて計上させていただくものでございます。 

0:04:40 内容につきましてはですね、仙台のですね。 

0:04:45 全体での特重の有毒ガスのですねバックフィットの内容ですね、同じ内容にな

っております。第 3 台のですね、審査の実績等を踏まえてですね、申請をです

ね、11 月エンドに申請して、民間の方ですね 2 月の検討の場にですね、2 月

の 

0:05:05 その後にですね、いただこうと思っておるところでございます。 

0:05:10 続きまして、設工認の 7 番目になります。 

0:05:15 こちら廃棄物搬出設備のですね設置構成でございます。こちらにつきましては

ですね今年 10 月にですね、設置許可をいただきましたものでございます。次

のステップに入りまして、設工認のほうですね、計画しております。 
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0:05:32 震災につきましてはですね、来年 1 月の下旬、それから認可につきましてはで

すね審査期間約 6 ヶ月と 5 想定いたしまして、／なかつブルー上旬ぐらいにで

すね日刊のほうをいただきたいと思っておるところでございます。 

0:05:49 こちらにつきましてはですね、2025 年度もですね竣工に向けて、計画的な工

事を引くの必要がございますので、7 月上旬のですね、負荷を希望するところ

でございます。 

0:06:04 はい、続きまして 8 番目、玄海 34 号するから仙台一井を御エネルギーアーク

の対策工事を維持の部分でございます。こちらですね、前回の修正のカーブ

前回の資料からですね変更ございません。 

0:06:22 8 月 15 日申請た 11 月 13 日に負荷をいただきたいと思ってるところでござい

ます。 

0:06:30 続きまして、9 番目ですね、玄海 34 号、それから川内 12 号のですね、燃料会

節項にについてでございます。 

0:06:42 前回資料ではですね、こちら、10 月中旬申請ブッシュとりましたが、今回て 12

月中旬申請に見直しておるところでございます。遠慮浮か降雪のほう、診察状

況、それから進行プラント状況等を踏まえましてですね。 

0:07:02 12 月中旬申請、それから認可規模がですね、6 月中旬認可という形にしてお

るところでございます。 

0:07:17 続きまして、設工認のほうを 10 番目限界 34 号それから川内 1 号、火災防護

に係るですね、審査、審査基準のですね、一部改正ａ対応でございます。 

0:07:31 来 

0:07:32 じゃあについてはですね、前回は準備中という記載をしておりましたが、今回

申請時期で文化基本事業ですね入れさしていただいております。2021 年 3 月

下旬申請ですね、2011 年 9 月減収にですね、認可をいただきたいと思ってお

ります。 

0:07:57 はい。 

0:07:58 以上がですね設工認の計画でございます。 

0:08:07 続きまして、保安規定上の方向け 6 に移らせていただきます。まず保安規定

の一番限界提出済みな情報仏像を設備で貯蔵能力変更工事、こちらリラッキ

ングのほう工事でございます。 

0:08:24 こちらですね全会計 8 月下旬申請としておりましたの実績を踏まえまして 8 月

31 日申請と記載を変更させていただいております。認可希望日は 12 月中旬

ということで特に変更はございません。 
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0:08:42 こちらにつきましてはですねリラッキングを行うですね、脱気もですね使用承認

までにですね、認可をいただきたいと思っておりまして、2 月中旬までにですね

認可をいただければというかなと思っておるところでございます。 

0:09:01 実機の 2 月 12 月リミットという形になっております。 

0:09:06 はい。 

0:09:08 続きまして、保安規定の、もう 2 番目ですね、放射性廃棄物でない廃棄物、Ｎ

Ｒの法適用ということで、原価での審査日程になっております。こちらですね新

規の件名でございます。 

0:09:24 内につきましてはもうすでに他電力さんのほうでですね、申請されてるってなる

のですね、運用について、当社玄海でもですね、越境するという形で考えてお

ります。申請時期につきましてはですね、12 月中旬申請それから認可希望時

期につきましてはですね。 

0:09:42 3 月中旬という形で希望いたしてるところでございます。 

0:09:50 続きまして保安規定の三番目でございます。こちら玄海のですね、蒸気発生

器ＡＮＡ保管ポンドですね保管対象物の変更及びて共有化の伝播規定でござ

います。 

0:10:04 こちらですね設工認の一番 2 番でですね、 

0:10:09 原子炉容器の上蓋取替工事それから 

0:10:13 蒸気発生器保管等の許可及び他部署の変更工事挙げておりましたけれども、

こちらのみ関わるですね、保安規定のですね、新鮮になってございます。 

0:10:23 申請地金につきましてはですね、2021 年のですね、2 月中旬に申請、それか

ら認可希望はですね、2021 年度ですね、5 月の上旬に移行挙動をしておりま

す。 

0:10:40 こちらはぎみとにつきましてはですね蒸気発生器保管等のですね。新米事業

者検査終了までにですね、2022 年度までにですね、保安規定の認可をいただ

ければと思っております。手話でございます。 

0:10:57 以上がですね、保安規定の計画になってございます。続きまして、最後になり

ますけれども廃止措置計画になってございます。一番玄海地方のですね、検

査制度を見直しについてでございます。 

0:11:16 こちらですね、前回 9 月上旬申請としておったところです。 

0:11:23 はい。 

0:11:24 実績を踏まえて 9 月の 8 日とって申請実績を入れたところでございます。 

0:11:31 はい。 
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0:11:36 はい、それから廃止措置計画の 2 番ですね、最後になります。限界Ｈ5 期ので

すね、性能維持施設の変更でございましてシューズ面ではですね、若干経営

施設をですね、削除についてでございます。 

0:11:54 こちら前回もですね準備中という記載をしておりましたが、こちらについてもで

すね引き続き準備中ということで自治体のさしていただいてるところでございま

す。 

0:12:06 はい、副市長がですね、㏍／今回のですねヒアリングの内容になってございま

す。 

0:12:16 はい。 

0:12:17 ナカでされてございます。 

0:12:36 成果のまず後任の方バーン 

0:12:41 詳しいポンプ取りかえ工事ですけども白に括弧変位についてある。 

0:12:48 ですけど、これも 

0:12:51 元ネタがあるんでしょうか、ちょっと確認させてください。 

0:13:06 結果どう九州電力の金子でございますと玄海 34 のＩＰポンプ取替工事につき

ましてはですね、新規制基準号が施行されます前の 

0:13:20 2012 年の 5 月に認可を受けてございまして、今回兼任でですね、新規性基準

を反映した申請を計画した。 

0:13:31 はい。以上です。 

0:13:33 はい、了解閉まら規制庁関です了解しました。 

0:13:40 そして、 

0:13:42 そうしましたら、次に術氷の 9 番、燃料体設工認ですけれども、これ具体的な

中身をちょっと教えてください。 

0:14:03 具体的中身というのは、接客変更があるのかないのかとかそういうから低レベ

ルぐらいのところでください。軽視できてる 10 局のタゾエでございます。こちら

については特に系統設計の変更等を引いたところではございませんので、 

0:14:21 系統間違っていた時に 6000 もの。 

0:14:26 改定が行われたことに伴いまして、燃料等の設計に設計認可どう系と工事計

画認可が設計及び工事計画 

0:14:36 もうちょっと仮設構に統合されたといったことによりまして、傾動原子炉設置者

から受ける生成することに至ったということに伴いまして今回申請するもので

ございます。 

0:14:48 以上になります。海外規制庁関です。具体的には業者の燃料をについて医

師、 

0:14:58 設計は変更せずに、 
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0:15:03 認可をとろうとそういうことでよろしいですか。 

0:15:08 需要電力がタゾエその通りでございます。はい、規制庁堰その他 

0:15:17 ＭＯＸ燃料たいとかそういうものは出ますか全部ウラン燃料体でいいですか。 

0:15:28 九州電力がタゾエＧ燃料だけになります。それでは社Ｂ社で負担ってことでい

いですね。 

0:15:40 はい。 

0:15:41 切り詰める決めるタゾエ決算通りでございますが、Ｉ／変わりました。 

0:15:48 規制庁設計から以上です。 

0:16:05 規制庁フジモリですけど。 

0:16:07 一つ質問ですけど、保安規定の 

0:16:10 2 番のＯＮＲの適用について、 

0:16:15 これは対象ゴールは全部ですか。 

0:16:25 そっからまた九州電力平間でございますので、対象号炉、玄海の 1 号機から

4 号機でございます。 

0:16:35 はい、わかりました。 

0:16:43 規制庁のミキヤ錯綜するところＮＲて第 1 弁と第 2 年両方にいいってことです

かね。 

0:16:52 はい。 

0:16:53 20 年度の検査です。はい、はいと第 2 編の盤来てるもんエコモ水位ナカとい

います、以上です。 

0:17:11 規制庁フジモリですけど。 

0:17:13 最初の設置許可の乾式キャスクについて。 

0:17:18 1 月変動なってますけど。 

0:17:21 これ今の状況からすると思う現実的じゃないですよね。 

0:17:26 まだ説明全部終わってないですし、 

0:17:30 次が 12 月に会合を予定してますけど。 

0:17:35 そこですべてコメント回答あると思わないですし、 

0:17:41 1 月エンドはちょっと現実的ではないというのだけはちょっと申し上げておきま

す。 

0:17:48 はい、九州電力のヒラノでございます。ちょっとコメント回答が残ってる状況は

承知しておるところですが、我々手術面でもちょっと対策についてはですね、リ

ラッキングとですね、この乾式貯蔵投稿日本場所で出て行っておるところでご

ざいまして、 
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0:18:07 リラッキングにつきましてはですねマスコミまでいただいてるところなので、乾

式貯蔵管理につきましてもですね、速やかに設置許可のほうをちょっといただ

きたいなと思ってるところで規模 1 月。 

0:18:24 というふうに書かしていただいているところでございます。 

0:18:38 規制庁ナカです。はい、ではこちらからのコメント等ありましたから何か追加で

説明等ありますか。 

0:18:52 はい。特にこちらからはございません。 

0:18:55 規制庁ナカですわかりました。ではこれで九州電力の基準に係るベンダー終

わりにします。ありがとうございました。ありがとうございました。 

 
 


